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自宅での生活に危険がない場合に、避難所に行かずに自宅で避難生活を続ける

在宅避難という選択
安全なら在宅避難も選択肢の一つです

在宅避難のために　その①
　建物や周辺は安全ですか

●�木造住宅やブロック塀などの安全確認をしましょう
市で行っている事業
　木造住宅耐震化支援事業（7月1日号市報7ページ参照）
　iまちづくり推進課（内453）
　�ブロック塀等撤去工事等にかかる費用の一部助成（4月1日
号市報5ページ参照）
　i建築指導課（内485）

●�避難所では、密集した環境下での集団生活などで新型コロナウイルスの感染が拡大するリ
スクが高まります。自宅が安全ならば避難所へ行かずに、自宅での在宅避難も考えてみま
しょう

●�自宅での在宅避難が難しい場合は、親戚・知人宅などへの避難も検討しましょう
●�在宅避難の備えは避難所への避難を禁止するものではありません。生命や身体に危険が迫
っている時は、迷わず避難しましょう

→防災安全課（内220）

●�各戸への物資・情報などの支援は地区本部経由で実施します
●�地区本部は地域の防災活動の拠点として自治会・町内会・
防災会などが設置し、市からの支援が一人ひとりに速やか
に届きやすくなります
●�地区本部の有無・活動内容（設置場所など）は、各自治会・
町内会・防災会などで異なるので確認しておきましょう。
まだ地区本部に関して決まっていない自治会・町内会・防
災会などは、災害が起こる前に皆さんで話し合っておきま
しょう
●�自治会などに加入していない方は、直接地区防災センター
で物資・情報などを入手できます

在宅避難のために　その③
　在宅避難者への支援

●�最低7日分の備蓄品を用意し
ましょう

●�食べ物・日用品は、期限が近
くなったものから消費し、再
購入しましょう

市で行っている事業

在宅避難のために　その②
　備蓄品は確保されていますか

　防災用品などのあっせん事業
　感震ブレーカー、家具転倒防止器具、備蓄食料、非常持ち
出し品などを定価より安く購入できます。器具などの設置代
行も行います。商品内容・注文方法など詳しくは、防災用品
あっせんの案内のチラシをご覧ください。
チラシ配布防災安全課（市役所第4庁舎）、各公民館・図書館・
地域センター・地域包括支援センター、福祉センター、ひ
かりプラザ、いずみプラザ、市民スポーツセンター、coc
obunjiプラザ（cocobunji ＷＥＳＴ5階）で※市ＨＰからダウ
ンロード可
z�市内への発送・設置に限ります。商品・サービスの内容、
支払い方法などは直接業者へお問い合わせください。

■防災用品販売事業者
　（社福）東京コロニー
　☎（042）336-9131

■感震ブレーカー・家具転倒防止器具等
　取り付け事業者
　東京土建一般労働組合小金井国分寺支部
　☎（042）324-5940

→防災安全課（内511）

地区防災センター
（市立小・中学校、国分寺高校、東京経済大学）

地区本部
（公園・神社など）

在宅避難者

物資・情報・安否確認など

物資・情報など

物資・情報など

地区本部がある
自治会などに加入

地区本部がない
自治会などに加入

自治会などに
加入していない


